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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○条例制定請求代表者証明書の交付 （地域政策課取扱い）１

鹿児島県告示第496号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第91条第２項の規定により，次のとおり九州電力

川内原子力発電所の20年延長運転の是非を問う県民投票条例制定の請求に係る鹿児島県条例制

定請求代表者証明書を交付した。

令和５年５月30日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 証明書交付年月日

令和５年５月30日

２ 証明書交付の相手方

住 所 氏 名

指宿市十町2236番地 橋野 裕明

鹿屋市旭原町2538番地９ 松下 德二

摩川内市脇町塔之原10439番地 井上 勝博

姶良市東田1502番地１ 山中 六江

摩川内市宮里町3299番地11 下馬場 学

鹿児島市伊敷台一丁目４番18号 向 祥隆

鹿児島市下竜尾町14番23号メゾン南国401号 杣谷 健太

鹿児島市川上町1132番地１ 内田 伸子

鹿児島市名山町４番26号 西村 亜希子

鹿児島市玉里団地三丁目12番７号 野口 英一郎

鹿児島市真砂本町43番２号第２富士ビル401号 山口 広延

鹿児島市吉野町6039番地６ 松崎 眞琴

鹿児島市坂之上二丁目33番48号 平良 行雄

鹿 児 島 県 公 報
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